
栄町避難行動要支援者支援計画（概要版） 

第１章 基本的な考え方 

１ 計画の目的 

 この計画は、町内において災害が発生した場合又はそのおそれがある場合、避難行動要支援者の避

難支援体制の整備を図ることを目的とするものです。 

 避難行動要支援者の避難支援体制の整備は、換言すれば「自分たちの地域は自分たちで守る」という

共助の考え方を基本とした「地域の支援体制」の整備であり、安心して暮らせるまちづくりを目指すも

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 避難行動要支援者等の定義 

（１）避難行動要支援者（以下「要支援者」といいます。） 

  次に掲げる方のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難すること

が困難で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を必要とする方をいいます。 

  ア ７５歳以上のひとり暮らしの者  イ 要介護認定者  ウ 身体障がい者 

  エ 知的障がい者  オ 精神障がい者  カ 妊産婦  キ 難病患者 

  ク その他避難支援等が必要であると町長が認める者 

（２）避難支援等  

  避難の支援、安否の確認その他の生命又は身体を災害から保護するために必要な支援をいいます。 

（３）避難支援等関係者 

  要支援者の近隣等に住んでいて、普段の見守りや災害時等において避難支援等を行う方や団体を

いいます。 

（４）地域支援団体等 

  自治会等や自主防災組織、栄町消防団、成田警察署、印西警察署、栄町社会福祉協議会、民生委員

をいいます。 

　　　　　　　　　　【栄町避難行動要支援者支援計画の位置づけ】

災害対策基本法

栄町防災会議条例

避難行動要支援者の支援に

関する取組指針（内閣府）

栄町地域防災計画

栄町避難行動要支援者支援計画

【栄町避難行動要支援者支援計画の意義】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自助・共助・公助が一体となって 

地域防災力の向上 

自助 

共助 公助 

自分の事は自分で守る 

自分たちの地域は 

自分たちで守る 

県・市町村 

などの取組 

栄町避難行動要支援者支援計画 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章・第３章 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成 

町は、要支援者の災害時の避難行動の支援や安否確認に利用することを目的として、要支援者からの

申込に基づき、避難行動要支援者名簿（以下「名簿」といいます。）を作成するとともに、町は要支援

者の同意を得た上で、誰が避難の支援を行い、どこの避難所に避難するかなどを、要支援者と協議して

個別避難計画を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難支援の例 

・情報伝達 

・安否確認 

・避難誘導 

など 

※支援する人が被災することもあるため、名簿に登録

しても、必ず避難支援がうけられるとは限りません。 

※避難時の支援は、助け合いの精神に基づき行われ

るもので、災害時に避難支援を行うことができない

場合でも、避難を支援する人に責任が発生するもの

ではありません。 

地域支援団体への避難行動要支援者名簿込及び個別避難計画提供フロー

避難行動要支援者名簿登録

地域支援団体等へ名簿情報提供

・地域支援団体等へ計画情報提供

・本人からの申し込み

・地域支援団体等への名簿情報提供同意 ・個別避難計画作成の意向確認

・計画作成同意

・計画情報提供同意

・計画作成

・計画作成同意

・計画情報提供不同意

・計画作成

・計画作成不同意

・計画情報提供不同意

●災害の発生時又は発生のおそれがある場合におい

て、要支援者の生命又は身体を災害から保護するため

に、要支援者及び避難支援等関係者の同意を得ること

なく、地域支援団体等に個別避難計画情報を提供する

ことがあります。

●名簿情報及び個別避難計画情報の提供を受けた地域

支援団体等は、適正な管理に努めます。

●原則として、名簿情報は年１回、個別避難計画情報は３

年に１回更新します

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難支援を必要とする人 

（要支援者） 

７５歳以上のひとり暮らしのかた 

 要介護認定者、障がいのあるかた、 

難病のかた、妊産婦など 

 

栄 町 

避難行動要支援者名簿の作成 

個別避難計画の作成 

 

避難を支援する人 

（避難支援等関係者）近所のかた、親族など 

※名簿登録を申し込む前に、避難支援等関係者になることの

同意を得てください。 

(地域支援団体等)自治会、各種団体など 

 

 

④ 

避難支援 

① 

名簿登録

申込み 

③ 

要支援者情報 

の提供 

③ 

個別避難計画

の提供 

② 

避難行動要支援者支援の概要 



 

第４章 災害時における情報伝達 

 情報伝達体制及び伝達手段 

 避難情報の伝達体制については、防災行政無線やさかえメール配信サービス、町ホームページ、SNS

などを活用し、迅速かつ確実に要支援者、避難支援者及び避難支援等関係者に情報伝達する体制を整

備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 安否確認及び避難誘導 

災害発生時をはじめ、災害が発生するおそれがあるため避難情報が町から発令された場合、避難支

援等関係者と地域支援団体等が連携し、自らの身の安全を確保しつつ、要支援者の安否を確認し、そ

の情報を避難所に報告するとともに、必要に応じて、避難支援を行ってください。 

●安否確認のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５段階の警戒レベルと避難行動等（原典：栄町地域防災計画災害応急対策編） 

警戒 

レベル 

避難情報 

（発令者） 
町民がとるべき行動 

５ 
緊急安全確保 

（町） 

命の危険！直ちに安全確保！ 

既に災害が発生している可能性があります。 

直ちに命を守る行動をとってください。 

４ 
避難指示 

（町） 

危険な場所にいる方は全員避難、自宅が安全なら自宅で避難 

災害発生の恐れが高まっており、危険な場所にいる方は、直ちに避難してください。自

宅が安全な方は、自宅に留まりましょう。 

３ 
高齢者等避難 

（町） 

危険な場所にいる方は避難、自宅が安全なら自宅で避難 

災害発生の恐れがあるため、危険な場所にいる高齢者の方や避難行動に時間を要する方

は、安全な場所に避難を開始してください。自宅が安全な方は、自宅に留まりましょう。 

２ 
大雨・洪水注意報等 

（気象庁） 

自らの避難行動を確認 

危険な場所にいる方は、避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難行動を確認

してください。 

１ 
早期注意情報 

（気象庁） 

災害への心構えを備える 

今後、大雨警報等が発表される可能性があります。災害への心構えを高めましょう。 

 

参考：地震発生時の時間経過別行動マニュアル（室内にいた場合）

【原典：栄町防災の手引き（ハザードマップ）】

地震発生
最初の大きな揺れは約１分間

●まず、自分の身を守る（机の下に隠れたり、手近な座布団などで頭を保護する。）

●すばやく火の確認（揺れが激しいときは無理をしない。）

●ドアや窓を開けて逃げ道を確保

●室内にいることが危ないと判断した場合、すばやく屋外の安全な場所に一時避難する。

１～２分

揺れがおさまったら

●火元を確認（火が出たら、落ち着いて初期消火。※初期消火の限界は炎が天井に燃え移るまで

●家族の安全を確認（倒れた家具の下敷きになっていないかを確認）

●靴をはく（ガラスの破片の散乱から足を守るため、靴や厚手のスリッパをはく。）

●避難するときは、屋根がわらの落下やブロック塀・自動販売機などの転倒に注意

３分

みんなの無事を確認 火災の発生を防ぐ

隣近所に声を掛けよう

避難行動要支援者の安否確認を行い、避難所に報告する。

●隣近所で助け合う

●行方不明者はいないか ●ケガ人はいないか

出火防止・初期消火

●初期消火 ●消火器を使う

●座布団、毛布、大きめのタオルなどの活用

●漏電・ガス漏れに注意

（ガスの元栓・電気ブレーカーを切る。）５分

ラジオなどで正しい情報を

●大声で知らせる。 ●救出・救護 ●防災機関、自主防災組織の情報を確認

●デマにまどわらされないように ●避難時に車は原則として使用しない。

●電話の使用は控える。

１０分

数時間

３日

協力して消火活動、救出・救護活動を

●水、食料は蓄えているもので賄う（最低でも３日間、できれば１週間分備蓄しておく。）

●災害情報・被害情報の収集 ●無理はしない

●風呂水を貯めおきしておく。（ただし、乳幼児のいる家庭では浴槽への転落防止のため工夫しましょ

う。）

●助け合いの心が大事 ●こわれた家には入らない。 ●引き続き余震に注意



 

●避難誘導の留意点 

避難経路は、できる限り危険な橋、堤防、その他新たに災害発生の恐れのある場所を避け、安

全な経路を選定し、要支援者の状態や特性に応じた適切な避難誘導を行ってください。 

    ※要支援者への配慮の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 避難所における支援 

 福祉避難所について 

●福祉避難所の指定 

  令和８年４月１日現在、町内５カ所の社会福祉施設などと協定を締結し、福祉避難所として指定

しています。 

●受入れ対象者 

要支援者のうち、要介護度の高い方や医療的ケアが必要な方で個別避難計画において福祉避難所

への避難が定められている方その他町長が必要と認める方とし、介助する方を含めるものとします。 

 

第７章 避難訓練の推進 

 避難訓練においては要支援者と避難支援等関係者が積極的に参加し、名簿情報及び個別避難計画情

報に基づき避難訓練を行うことにより、支援体制の充実や地域の防災意識の向上を図るよう推進して

いくものとします。 

※避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針【平成２５年８月（令和３年５月改定）内閣府防

災担当】に示されている訓練例 

○発災直後の安否確認 

○避難先に一緒に移動することの体験 

○避難支援等関係者と合流する場所（玄関先等）への移動 

○避難先での避難生活の体験 

など 

【問合せ・連絡先】栄町役場 健康介護課 地域包括支援班 

☎ ３３－７７０９（直通） 

 

●視覚障がいのある人 ●肢体障がいのある人 

・誘導するときは、腕や肩につかまってもらい、周囲

の状況を説明しながら歩いてください。 

・杖を使っている場合は、段差や凹凸のないところを

選んで誘導し、車いすを使っている場合は、動き出し

のとき「押します」などと一声かけ、階段を昇り降り

するときは、３～４人で協力して運んでください。 

・盲導犬を連れている場合は、直接盲導犬を引いたり

触ったりしないでください。 

・車いすが使えない場合は、担架を用意したり、背負

ったり、複数の人で抱えるなどして移動してくださ

い。 

●聴覚障がいのある人 ●知的・精神障がいのある人 

・背後の様子が分からないので、相手の視野に入る

か、軽く触れて合図してください。 

・不安から大声や異常な行動が出ても、本人を叱った

りしないで、冷静な態度で接し、わかりやすい言葉で

本人を安心させてください。 

・コミュニケーション方法には、手話、筆談、身振り、

絵、図など様々なものがありますので、その人に合っ

た方法で伝えてください。 

・恐怖心を与えないようにやさしく誘導してくださ

い。 

 


